
 
  

彦島地区 

彦島地区まちづくり協議会 

    （令和５年度～令和９年度）  

～支え合って 

☆本計画は、必要に応じて見直しをします。 

令和５年度版  

元気な地域づくり～ 



  



 

 

はじめに  

   彦島には歴史・文化遺産がたくさんあります。 

 源平合戦で彦島は平家側の拠点となり、 巌流島では武藏・小次郎が決闘し、福浦町は江

戸時代、 帆船 (北前船) の潮待港として賑わい、小戸海峡には世界最少の閘門式水門が

あります。 

  

 当まちづくり協議会は、このような地域資源を活用し、住民自らが参加し、身近な生活の

中で豊かさや幸福を自ら生み出し、 歴史・文化を再発見し子供たちに伝えていく活動を進

めています。 

  地域の生活では、大きなところは行政よりサービスを受け、行政の行き届かない、個々の

顔の見える生活圏では自治会を結成し、自分たちで互いに助け合って生活しています。 

  

  しかしながら個々の自治会では、毎日様々な課題が生じ、その対策に追われております

ので、彦島全体のまちづくり、文化・福祉活動をじっくり考えることや、それらの活動の担い

手を得ることは難しいものがあります。 

  

  そこで、彦島全体から自治会、婦人会、民生児童委員、保健推進委員、福祉・教育関係者、

消防団、スポーツ推進委員など多様な活動をしている団体、人が集まり、「彦島を良くする

活動」を進めようと、平成 28 年に当まちづくり協議会が発足しました。  

これまでの 5 年間で、彦まちカフェ、 史跡ウォーク、彦まちミニ駅伝、救急救命講習、 

彦島あいさつの日の制定、環境整備など活発な活動をすることが出きました。 

  これからの 5 年間の活動計画を策定するにあたり、住民アンケートで把握した住民の皆

様の要望などふまえ、さらなる発展を目指して計画を立てました。 

  彦島に住んだり、仕事をしている方の積極的な参加を願っています。 皆で彦島を自分た

ちの希望する町に一歩でも近づけましょう。 

 

  

彦島地区まちづくり協議会 

会 長    酒井 能具 
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Ⅰ 彦島地区まちづくり協議会概要 

協議会の名称 彦島地区まちづくり協議会 

設立年月日 平成 28 年 7 月 21 日  ※設立総会：平成 28 年 7 月 16 日 

事務所の位置 下関市彦島江の浦町一丁目 3 番 1 号 彦島公民館内５Ｆ 

代表者名 酒井 能具 所属団体 彦島自治連合会 

地域の状況 

人    口 23,020 人 世 帯 数 １２，170 世帯 

中学校区 
彦島中学校 

面  積 11，26 ㎢ 
玄洋中学校 

構成団体数 22 団体  顧問の人数 ３人 

代議員数 ８６  人  うち公募委員数 １０人 

事業 

（プロジェクト） 

・広報活性化事業 ・地域活性化事業 ・安全快適まちづくり事業 

・地域交流事業 ・六連島活性化事業 

活動の概要 

・地域づくり研修会 ・広報誌の発行 ・ホームページ作成管理、広報活

動  ・救急救命（ＡＥＤ）訓練  ・高齢者のサポート多世代交流 

・スポーツ大会  ・彦まちミニ駅伝  ・環境整備(草刈り等) 

・学校（ＰＴＡ）協力  ・島外交流(灯台と桜のコンサート)他 

 ※人口及び世帯数は令和５年 8 月末 現在 

【参 考】 

・下関市まちづくり協議会 １７地区 

－1－



Ⅱ 地区の概要 

■ 彦島地区の現況 

彦島地区は、長い歴史と豊かな自然に恵まれ、沿岸部は古くから市内有数の工業地

帯であり、「ふく」を中心とした水産業も盛んであるが、社会経済情勢の変化による地

区内産業の影響もあり、労働者の流出が続き、著しい人口減少により旧四町合併以降、

人口減少率、高齢化率は全市の平均を超えている。 

 このような現象はしばらく続くと推測され解決は容易ではないが、彦島に想いを寄せ

る地域外人材とのネットワーク形成により、自立的で継続的な活気ある地域づくりを実

現するため、地域や地域の人々と多様に関わる「関係人口」を増やすことが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※人口及び世帯数は各年の住民基本台帳による（各年度９月末現在） 

－2－



◆ 彦島地区まちづくり協議会将来人口推計（２０１５～２０６０年） 

 

 
総人口 

0～14 歳 15～6４歳 65 歳以上 

人 ％ 人 ％ 人 ％ 

2015 年（H27） 27,083 3,204 11.8％ 14,489 53.5％ 9,390 34.7％ 

2020 年（R 2） 25,182 2,743 10.9％ 13,122 52.1％ 9,317 37.0％ 

2025 年（R 7） 23,179 2,374 10.2％ 12,190 52.6％ 8,615 37.2％ 

2030 年（R12） 21,173 2,075 9.8％ 11,293 53.3％ 7,805 36.9％ 

2035 年（R17） 19,246 1,872 9.7％ 10,156 52.8％ 7,218 37.5％ 

2040 年（R22） 17,441 1,717 9.8％ 8,937 51.2％ 6,787 38.9％ 

2045 年（R27） 15,795 1,558 9.9％ 8,050 51.0％ 6,187 39.2％ 

2050 年（R32） 14,311 1,384 9.7％ 7,319 51.1％ 5,608 39.2％ 

2055 年（R37） 12,932 1,203 9.3％ 6,670 51.6％ 5,059 39.1％ 

2060 年（R42） 11,631 1,042 9.0％ 5,997 51.6％ 4,592 39.5％ 

 

 

※ 総務省「国勢調査」、まち・ひと・しごと創成本部事務局「将来推計用ワークシート」、国立

社会保障・人口問題研修所資料を基に下関市企画課がまちづくり協議会の地区ごとに

作成 

 

－3－



Ⅲ フローチャート式計画書 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

①人口減少とともに高齢世帯や独居世帯が年々増えている。 

②生活に困りごとや不安を抱える世帯が増えている。 

③要支援世帯の暮らしや悩みが適切に把握できない。 

④災害時の迅速な対応がむつかしい。 

⑤地域コミュニティを支える人材が不足している。 

 

① 日常的に安否確認できる環境整備 

② 見守り活動の強化 

③ 関係機関や団体間の情報共有 

④ 顔の見える取組みの継続 

⑤ お互い様意識の醸成   

 

① 高齢者等要支援世帯を早期に把握し「悩み」や「困りごと」を解決する仕組み

づくり及び働きかけ 

② 災害時の迅速かつ的確な要支援者避難支援体制づくり 

③ 支えあい意識の高揚 

❶ 現状、問題 

（数年後の姿と現状との相違）  

❷ 課 題  
（問題解決のための達成目標） 

❸ 対 策 
（課題を克服するための具体的な行動内容） 

 

《現在の取組み》 

① 彦まちカフェ (自治会単位毎）  

② スポーツ大会   

③ 救急救命講習会   

④ 環境整備活動  

⑤ 六連島コンサート    

❹ 実   行   「プロジェクト」 

（対策を実行するための手段） 

－4－



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
＜まちづくり協議会＞    ⇒ 啓発、人材確保、全体調整、資金確保 

＜各種団体、事業所＞    ⇒ 団体相互の情報共有、ノウハウの提供  

＜個人（要支援者含む）＞ ⇒ 取組みへの理解と地域との関わり意識 

＜市、県、国＞        ⇒ ・愛郷心教育  

・技術的支援  

・情報、ノウハウ提供  

・人権教育（偏見、差別解消）  

 

  

 

 

 

 

 
 
 

     

・キョウイク ⇒ 今日行くところがある 

   ・キョウヨウ  ⇒  今日用事がある 

① お互いが支え合って恒久的に安全で安心して暮らせるまち 

② 地域のみんなが自慢できるまち    

 「できる人が」「できる時に」「できる事」を楽しく関わる 

      この考え方が徐々に定着して来る 

➎ 実行するための課題 
  

・有識者を含めた人材確保 

・手法の検討 

・資金確保 

・要支援者実態把握（個人情報保護） 

  

➏ 数年後の姿 

 

 

  

今後の取り組み 

≪活動事業構成表≫をご覧ください 

－5－

 ≪元気な高齢者を目指すには≫ 



Ⅳ 今後の取り組み  ≪ 活動事業構成表 ≫ 

 

            

               

          

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 
     

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

広報活性化事業 
ホームページ 

広報誌等 
・ホームページ充実 

・彦まちだより発行 

地域活性化事業 
彦島の歴史・文化

活動 

下関・北九州道路 

関係活動 

・地域学習会提供 

・地域の魅力発信 

福祉サロン活動 

島内環境整備活動 

島外交流活動 

島内啓発講習会 

活動 
六連島活性化 

事業 

・灯台、海岸周辺清掃 

・歌声カフェ 

・灯台と桜のコンサート 

事 業 テーマ 推進機関 推進活動  

 

 

 

 

 

令和５年 ～  

  令和９年 

「できる人が」 

「できる時に」

「できる事を」 

楽しく関わる 

 

・交通安全 

・救急救命(AED）講座 

・地域環境整備・清掃 

安全快適 

まちづくり事業 

・彦まちカフェ 

   (自治会連携） 

・彦まち駅伝 

・音楽祭 

・通学路他、環境整備 

・しもまちスタンプラリー 

地域交流事業 

市・まちづくり 

協議会連携活動 

学校（ＰＴＡ）協力 

活動 

スポーツ活動 

安全・防災活動 

環境整備活動 

－6－



Ⅴ 継続する主要事業活動 
 

 彦まちカフェ活動 （２０１７年～ ） 

 

 
 
 

 
 

 

 
 救急救命講座活動（２０21 年～ ） 

 

 
 
 

彦島地区内 AED 設置施設（場所）一覧 全世帯配布 

 彦まちミニ駅伝（２０22 年～ ） 

   

 
 

 
 
 

 環境整備活動（２０19 年～ ） 
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Ⅵ 彦島地区まちづくり協議会組織構成 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

広報活性化 地域活性化 安全快適 
まちづくり 

地域交流 
六連島 
活性化 

監  事 総  会 

事務局 顧  問 

運 営 委 員 会 

事 業（プロジェクト） 

推 進 活 動 

みんなで取り組む 

事 業 別 テ ー マ 

－8－



  

  

参 考 資 料 



  

§1 住民アンケート資料 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

■ 彦島地区の現状（長所と課題） 

(7) 彦島地区の悪いところは 

        どこだと思われますか。（複数回答可）  

(6) 彦島地区の良いところは 

         どこだと思われますか。（複数回答可）   

－1－



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
２０１８年 

 

■住みよい彦島地区であるために、取組むべき課題は何とおもわれますか？ 

1． 取組むべき課題・意見要望としては、通学路に崩れかかった空家や雑草で生い茂った

空地が有り多くの人が空家、空地の利活用を望んでいる。 

2． 以前に開催されていた”彦島まつり”を彦島全島一体になっての復活や、島内歴史探訪

等を行って欲しいとの意見が有る。 

3． まちづくり協議会に対しては、活動内容が詳しく知りたい。 又 活動状況が良くわから

ない等の意見が多く有った為、広報紙等でＰＲをしていきたい。  

また企画、立案、活動には若い人の参加を取り入れる等、若い人材のスタッフも必要と

の意見が有った。 

4. 「彦まちカフェ」については大好評で、今後も継続して欲しいとの意見が多く有った。 

5． 要望・意見のなかには、総合病院建設や第２関門道の建設推進、老の山公園内軽食喫

茶設置等、 国・県・市等 行政への要望関係が大半を占めていた。 

－2－



 

§2 地区を代表（象徴）する名所旧跡、観光施設 

 

★ 彦島の「日本遺産 ＝ 関門“ノスタルジック”海峡」 

彦島地区には、関門地区の、ひいては日本の近代化を支えた建物、 

すなわち「六連島灯台」や「旧金ノ弦岬灯台」、「三菱重工業株式会社 

下関造船所第３・第４ドック」、「関門隧道」があり、 日本遺産ストーリー

の重要な要素になっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「下関市彦島地区 PR 動画」を彦島地区まちづくり協議会 

ホームページ又は        から閲覧できます。  

  製作 ： 彦島地区まちづくり協議会 

NINE WALLS   

【三菱重工業株式会社 下関造船所第３、4 ドック】  

【六連島灯台】  【旧俎礁標 （旧金 ノ弦岬灯台）】 

【関門隧道】 

（関門鉄道トンネル） 

－3－

https://www.youtube.com/@NINEWALLS-1


   

★ 名所旧跡、観光施設 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

【世界最小のパナマ運河式水門＆下関漁港閘門】 

【巌流島の展望の地】 （巌流島の見える丘） 

【彦島八幡宮】 ペトログラフ奉安（シュメール文字解読の古代文字刻銘の神霊石） 

【宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘が行われた巌流島】 

－4－



  

【広い砂浜が魅力！「ひこっとらんどマリンビーチ」】  

南風泊市場  

老の山公園 ＆ ナイスビューパーク 

西山の化石層 

西福寺 

吉田松陰も訪れた  

福浦金比羅宮&田の首八幡宮 

田の首八幡宮 

福浦金比羅宮 

西楽寺 

本尊は平重盛の護持仏阿弥陀如来像 

（市指定有形文化財）  －5－



 

§3  彦島地区まちづくり協議会規約 

                           

      

 

第１章 総則  

（名称及び事務所） 

第１条 本会は彦島地区まちづくり協議会（以下「協議会」という。）と称し、事務所を彦島公民館（彦島江

の浦町 1 丁目 3 番 1 号）に置く。 

（区域） 

第２条 協議会の地区の区域は、別表１のとおりとする。 

（構成員） 

第３条 協議会の構成員は、次に掲げるものとする。 

(1) 地区内に居住する者 

(2) 地区内で活動する市民活動団体等 

(3) 地区内で事業を営む者又は地区内に存する事業所に勤務する者 

(4) 地区内に存する学校等に通う者 

 

第２章 目的及び活動 

（目的） 

第４条 協議会は、構成員相互の交流と親睦を図り、人と人とのつながりを大切にし、地域の力が発揮でき

るまちづくりを目指し、自主的かつ主体的に活動を行うことを目的とする。 

（活動） 

第５条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

(1) 地区の課題、情報等を共有するための広報に関する活動 

(2) 地区の地域福祉、子育て支援、防犯、防災等の課題の解決に向けた共助に関する活動 

(3) 地区内外における地域交流に関する活動 

(4) 地区の特性である地域資源の活用に関する活動 

(5) 地区における市民等の意見や課題を把握し、まちづくり計画等に反映するための情報収集に関

する活動 

(6) 地区の課題の解決のための市との協働に関する活動 

 (7) 市の事業への協力及び市からの提案等に対する意見集約に関する活動 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、地区において必要な住民自治によるまちづくりに関する活動 

 

第３章 役員 

（役員の選任） 

第６条 協議会に次の役員を置く。 

(1) 会 長    1 名 

(2) 副 会 長    4 名以内 

(3) 事 務 局 長    1 名 

 

 

作 成 日 平成 28 年 7 月 16 日 新規 

改定日【最新版】 令和  ４年 ６月  １日 改定-4 

－6－



 

 

(4) 会 計 長    1 名 

(5) 常 任 理 事    若干名 

(6) 理 事    若干名   

(7) 監 事    2 名  

２  役員は、総会において選任する。 

（役員の任務） 

第７条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

３ 理事は事業推進会議リーダー(事業長： 以下省略)を担当する。 

４ 事務局長は、協議会の事務局を総括する。 

５ 会計は、協議会の会計を担当する。 

６ 理事を除く役員は事業推進リーダーを兼ねることができる。 

  ７ 監事は、協議会の会計を監査し、総会に監査報告する。 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 欠員により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（事務局） 

第９条 協議会の円滑な運営を行うため事務局を置く。 

２ 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1)協議会の運営に関すること。 

(2)各事業推進会議の総括・調整に関すること。 

(3)各種事務手続きその他庶務に関すること。 

(4)その他事務局が行うこととなった事項に関すること。 

３ 事務局に事務員を置くことができる。 

４ 事務員は、事務局長の指示のもと事務を遂行する。 

  

第４章 顧問 

（顧問） 

第１０条 協議会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、総会の同意を経て会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。 

 

第５章 会議 

（会議） 

第１１条 協議会の会議は、総会、運営委員会及び事業推進会議とする。 

２ 会議は、原則公開とし、構成員は傍聴できる。ただし、会長が必要と認めた場合には、非公開とするこ

とができる。 
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第６章 総会 

（総会） 

第１２条 総会は、協議会の最高議決機関とする。 

（総会の種類） 

第１３条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

（総会の構成） 

第１４条 総会は、代議員制とし、次に掲げる代議員をもって構成する。 

(1) 監事を除く役員 

(2) 別表２に掲げる協議会を構成する団体等から推薦された者 

(3) 地区に居住する市民の中から公募で選ばれた者 

２ 代議員は協議会を構成する団体等から各々1 名までとし、任期は 2 年とする。 

３ 公募による代議員の定数は 10 名までとし、その選出方法については別に定める。 

４ その他、会長が認める者。（役職経験者であり、構成団体の役職を辞する者） 

（総会の開催） 

第１５条 通常総会は、毎年会計年度終了後、概ね 2 か月以内に開催するものとする。 

２ 臨時総会は、会長が必要と認める場合又は代議員の３分の１以上の請求があった場合に開催するも

のとする。 

（総会の招集） 

第１６条 総会は、会長が招集する。 

２ 総会を招集するには、少なくとも会議を開催する 2 週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示し

て、代議員に通知しなければならない。 

（総会の議長） 

第１７条 総会の議長は、その総会に出席した代議員の中から選出する。 

（総会の審議事項） 

第１８条 総会は、次の事項を審議し議決する。 

(1) 事業計画及び収支予算に関すること。 

(2) 事業報告及び収支決算に関すること。 

(3) まちづくり計画の策定や見直しに関すること。 

(4) 役員の選任及び解任に関すること。 

(5) 規約の改正に関すること。 

(6) その他会務運営上必要な事項。 

（総会の定足数） 

第１９条 総会の開催は、代議員の２分の１以上の出席を要する。ただし、やむを得ないときは、委任状をも

って出席にかえることができる。 

（総会の議決） 

第２０条 総会の議事は、出席代議員の過半数で決する。可否同数の時は議長の決するところによる。 
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（総会の議事録） 

第２１条 総会の議事録を作成し、次の事項を記載する。 

(1) 日時及び場所 

(2) 代議員総数及び出席代議員数 

(3) 開催目的、審議事項及び議決事項 

(4) 議事の経過の概要及びその結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人２人が署名押印をしなければなら

ない。 

 

第７章 運営委員会 

（運営委員会の構成） 

第２２条 運営委員会は、監事を除く役員と事業推進サブリーダー、学校関係者をもって構成する。 

（学校関係者＝各中学校校長、中等教育学校校長、小学校年度当番校校長） 

第２３条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

 (3) 総会、事業推進会議から提議された事項 

 (4) 構成員から提議された事項 

 (5) 細則に関する事項 

 (6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（運営委員会の開催） 

第２４条 運営委員会は、会長が招集する。 

２ 運営委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

 (1) 会長が必要と認めたとき。 

 (2) 役員の２分の１以上から請求があったとき。 

３ 会長は、前項第２号の規定による請求があったときは、速やかに運営委員会を招集しなければならな

い。 

（運営委員会の議長） 

第２５条 運営委員会の議長は、会長が務める。 

（運営委員会の定足数） 

第２６条 運営委員会は、運営委員の 2 分の 1 以上の出席がなければ開催することができない。 

（運営委員会の議決） 

第２７条 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。賛否同数の時は議長の決するところによる。 

（運営委員会の議事録） 

第２８条 運営委員会の議事録を作成し、次の事項を記載する。 

(1) 日時及び場所 

(2) 委員総数及び出席委員数 
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(3) 開催目的、審議事項及び議決事項 

(4) 議事の経過の概要及びその結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその運営委員会において選任された議事録署名人２人が署名押印をしなけれ

ばならない。 

                           

第８章 事業推進会議 

（事業推進会議の構成） 

第２９条 事業推進会議は、事業推進会議リーダー、事務局をもって構成する。 

（事務局＝事務局長、会計） 

２ 事業推進リーダーは、事業推進会議に参加する者を、第３条の規定による構成員からオブザーバーと

して参加させる事ができる。 

３ 前２項の構成員は希望又は求めに応じ重複して参加できる。 

（事業推進会議の役割） 

第３０条 事業推進会議は、第５条の規定により総会及び運営委員会において決定された活動を行う。 

２ 事業推進会議は、前項で定める活動のほか、次の事項を審議議決する。 

(1) 事業推進会議に付託された事項の決定及び実施に関すること 

(2) 事業推進会議の事務に関すること 

(3) その他総会及び運営委員会の議決を要しない業務の遂行に関すること 

３ 前２項の規定にかかわらず、運営委員会の承認を得て事業推進会議相互に連携することができるも

のとする。 

４ 事業推進会議には、必要に応じて事業推進会議サブリーダーを置くことができる。 

（事業推進会議の開催） 

第３１条 事業推進会議は、事業推進リーダーが招集する。 

２ 事業推進会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

 (1) 事業推進リーダーが必要と認めたとき。 

 (2) 事業推進リーダーの２分の１以上の者から招集の請求があったとき。 

３ 事業推進リーダーは、前項第２号の規定による請求があったときは、速やかに事業推進会議を招集し

なければならない。 

（事業推進会議の議事録） 

第３２条 事業推進会議の議事録作成に努め、次の事項に沿い要旨を記載する。 

(1) 日時及び場所 

(2) 出席者数 

(3) 開催目的、審議事項及び議決事項 

(4) 議事の経過の概要及びその結果 

 

第９章 会計 

（経費） 

第３３条 協議会の運営及び活動に要する経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。 
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（会計年度） 

第３４条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（会計監査） 

第３５条 監事は、協議会の会計年度が終了したとき又は会計事務が終了したときは、速やかに会計監査を

行うものとする。 

２ 前項に規定する会計監査の結果については、協議会の役員に報告するものとする。  

  

 第１０章 情報公開等 

（書類及び帳簿の備付け） 

第３６条 協議会は事業実施に係る書類、収入及び支出に関する証拠書類並びに帳簿等活動に関する全て

の書類を事務所に備え付けることとし、情報の公開を行うものとする。 

（個人情報保護の取扱い） 

第３７条 協議会が活動に伴い知り得た個人に関する情報については、その保護と適正な利用に努めるとと

もに、本人の同意があるとき又は本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるときに

限り公開できるものとする。   

 

第１１章 雑則            

（その他） 

第３８条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て別

に定める。 

（規約の改廃） 

第３９条 この規約の改廃については、総会において 3 分の 2 以上の同意を必要とする。 

 

 附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成 28 年 7 月 16 日から施行する。 

平成 29 年 6 月 3 日改正 

平成 30 年 6 月 9 日より施行する。 

令和 4 年 6 月 1 日から施行する。 

（経過措置） 

２ 本会設立初年度の役員、代議員、副部長及び事務局長の任期は第１４条第 2 項、第３０条第 5 項の

規定にかかわらず平成 30 年度に開催する通常総会までとする。 

３ 本会設立初年度の会計年度は、第３３条の規定にかかわらず、平成28 年 7月 16日から平成29

年 3 月 31 日までとする。 

 

細則 

1. 六連島地区より彦島地区まちづくり協議会にかかる運営委員会等、事業に要する交通費の実費額  

（渡船、バスの運賃）を支給する事が出来る。  
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